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地方独立行政法人玉野医療センター中期目標 新旧対照表 

 

No 第２期中期目標（素案） 第１期中期目標（現行） 主な変更点 
1 地方独立行政法人玉野医療センター第２期中

期目標 
地方独立行政法人玉野医療センター中期目標  

 目次 目次  
 第２（略） 第２（略）  
 ４ 地域医療連携の推進・・・・・・ ４  ４ 医療機関との連携・・・・・・・ ４  
  （削除）  ５ 関係機関との連携・・・・・・・ ４  
 第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項・ ４ 第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項・ ５  
  １ 業務運営体制の構築・・・・・・ ４  １ 業務運営体制の構築・・・・・・ ５  
 第４ 財務内容の改善に関する事項・・ ５ 第４ 財務内容の改善に関する事項・・ ６  
  １ 持続可能な経営基盤の確立・・・ ５  １ 経営基盤の確立・・・・・・・・ ６  
  ２ 収入の確保と経費の節減・・・・ ５  ２ 収入の確保と経費の節減・・・・ ６  
 第５（略） 第５（略）  
  １ 保健医療福祉行政への協力・・・ ６  １ 新病院への整備・・・・・・・・ ６  
 ２  医療提供体制の在り方検討・・・ ６  ２ 新病院への移行・・・・・・・・ ６  

2 前文 前文  
 総合病院玉野市立玉野市民病院（以下「玉野

市民病院」という。）と玉野三井病院は、令和

３年４月１日に経営統合により地方独立行政

法人玉野医療センター（以下「玉野医療センタ

ー」という。）として、１法人２病院体制での

運営を開始した。 

 法人設立から令和６年度までの第１期中期

目標期間においては、その多くがコロナ禍とい

総合病院玉野市立玉野市民病院（以下「玉野

市民病院」という。）と玉野三井病院は、それ

ぞれ昭和２７年、大正８年からの長きにわたり

総合的な医療を提供するとともに、市内におけ

る中核病院として地域の医療を守る役割を担

ってきました。 

 しかしながら、地域医療を取り巻く環境は、

少子高齢化や人口の減少といった大きな社会

・第1期中期目標期間の振り返りを記載 

・安定的な経営基盤の確立を喫緊の課題とし

て記載 

 

資料９ 
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う特異な医療環境の中での運営となり、先行き

の見通しが立たない時期もあったが、２病院が

連携・協力しながら、新病院を見据えた効率的

かつ持続可能な医療提供体制の構築に向けた

取組を進めてきたところである。 

また、新型コロナウイルス感染症の対応にあ

たっては、理事長を中心に迅速な意思決定を行

い、行政と連携したワクチン接種への積極的な

取組や発熱外来の設置、感染患者受入れのため

の病床確保を行うなど、公的医療機関としての

役割を果たしており、加えて、新型コロナウイ

ルスへの対応に尽力することにより、新型コロ

ナウイルス関連の補助金が受けられ、一時的で

はあるが、収支の黒字化つながる結果となっ

た。 

一方で、新型コロナウイルス感染症の５類移

行により補助金が縮減されるとともに、長引く

光熱費や物価の高騰等を背景に、医療を取り巻

く環境はより一層厳しい状況になっており、安

定的な経営基盤の確立が喫緊の課題と言える。 

令和７年１月には玉野市民病院と玉野三井

病院が統合した「たまの病院」が開院し、市民

の安心を支える新たな地域医療の拠点病院の

誕生に、玉野医療センターに対する市民の期待

はますます大きくなっている。 

このような状況の中で、第２期中期目標期間

構造の変革期のなかにあり、医療保険制度改革

による医療費の抑制、医師・看護師等の医療従

事者の不足といった諸課題を抱え大変厳しい

状況であると言わざるを得ません。こうした状

況を踏まえ、今後、地域医療を担う医療機関に

は主体性・自律性を持った病院運営により医療

行政の転換期のなかにあっても世の中の変化

に迅速かつ柔軟に対応できる体制が必要とさ

れています。 

 そこで、本市では医療機関相互の機能分担を

明確にするとともに、地域医療連携を推進する

ため、「玉野市地域医療連携推進協議会」を設

置し、関係機関の代表者の参画を得ながら、医

療連携の在り方について協議・検討を進めてま

いりました。加えて、老朽化の進む市民病院施

設の建替えに際して、新たな病院の規模・機能

を含めた新病院計画について関係各位からの

意見を聴取するため、「新病院在り方検討部会」

を設置し、本市の今後の地域医療の在り方につ

いて議論してまいりました。 

 これらの協議を経て、本市の地域医療を守っ

ていくためには、市内の医療機関による再編・

統合を進め、中核となる医療機関をつくってい

くことが必要であるとの共通理解のもと、玉野

市民病院と玉野三井病院が経営統合すること

で合意し、新たに「地方独立行政法人玉野医療
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においては、社会情勢や医療環境の変化に柔軟

に対応しながら、効率的な病院運営により経営

基盤の強化に取り組むとともに、引き続き良質

な医療サービスの提供と地域の医療機関等と

の相互連携により、地域全体で地域医療を支え

ることができる体制の構築を図るため、ここに

第２期中期目標を定め、目標の達成に向けて不

断の努力を続けられることを求めるものとす

る。 

センター」として、今後も地域における中核医

療機関として医療の提供を続けていくことを

目指しています。 

 これからも玉野医療センターが本市の中核

病院として安全・安心な医療を提供し続けると

ともに、市内外の医療機関との連携の拠点とし

て地域の医療を支える施設であり続けるため、

ここに中期目標を定め、目標の達成に向けて不

断の努力を続けられることを求めるものです。 

3 第１ 中期目標の期間 第１ 中期目標の期間  
 令和７年４月１日から令和１１年３月３１

日までの４年間とする。 
 令和３年４月１日から令和７年３月３１日

までの４年間とする。 
・期間の変更 

4 第２（略） 第２（略）  
  １（略）  １（略）  
 （１）救急医療 

     急性期医療を担う地域の中核病院

として「断らない医療」を実践すると

ともに、市内外の医療機関と連携し夜

間及び休日における救急医療体制を

確保し、１次救急から２次救急までの

地域で担うべき救急医療については、

地域のなかで完結できる体制を構築

すること。 
     また、院内に「救急隊待機室」を設

置したメリットを生かし、救急隊との

連携を密にすることで、救急患者の受

  （１）救急医療 
急性期医療を担う地域の中核病院

として「断らない医療」を実践すると

ともに、市内外の医療機関と連携し夜

間及び休日における救急医療体制を

確保し、１次救急から２次救急までの

地域で担うべき救急医療については、

地域のなかで完結できる体制を構築

すること。 

・救急隊待機室に関する記載を追加 
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け入れしやすい環境を整えること。 

5 （４）検診・予防医療 
疾病の早期発見・早期治療へ向け

て、人間ドックや検診等の総合的な予

防医療の充実を図るとともに、市の健

康福祉部門や保健機関と連携し、健診

受診率の向上等、市民の健康増進に対

する取組みに協力を行うこと。 

  （４）検診・予防医療 
疾病の早期発見・早期治療へ向け

て、人間ドックや検診等の総合的な予

防医療の充実を図るとともに、市の健

康福祉部門や保健機関と連携し、健診

受診率の向上など、市民の健康増進に

対する取組みに協力を行うこと。 

・字句修正 

6   （５）在宅医療 
地域包括ケアシステムの円滑な運

用に向け、かかりつけ医や介護事業所

等と連携を図り、訪問診療・訪問看護・

訪問リハビリテーション等の在宅医

療への取組みを推進すること。 

また、在宅療養支援病院として、２

４時間体制で緊急対応できる体制を

整備し，安心して自宅で療養生活が送

れるよう在宅療養環境を支援するこ

と。 

  （５）在宅医療 
     団塊の世代が７５歳となる２０２

５年を見据え、自宅等の住み慣れた環

境での療養を希望される人が増えて

いることから、地域包括ケアシステム

の構築に向け、かかりつけ医や介護事

業所等と連携し、訪問診療・訪問看護・

訪問リハビリテーションなどの在宅

医療への取組みを推進すること。 

・在宅療養支援病院に関する記載を追加 

7 （６）災害医療 
災害時に備え、事業継続計画（ＢＣ

Ｐ）に基づく訓練や医薬品、水、食料

等の備蓄、設備の維持管理を行うとと

もに、公的医療機関として、市の防災

担当部門や近隣の医療機関と連携協

力し、災害時における医療の中心的な

  （６）災害医療 
市の防災担当部門と連携し、災害時

にあっても診療体制及び医療機能の

確保ができるよう、新病院において耐

震化等の適切な災害対策を実施する

とともに、近隣の医療機関と協力し災

害時医療への対応を図ること。 

・新病院の記載を削除 
・事業継続計画の記載を追加 
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役割を担うこと。 

8   （７）感染症への対応 
公的医療機関として、既存の感染症

への対応はもとより、新興感染症が発

生した場合には、これまでの対応によ

り得られた知見を踏まえ、市及び関係

機関と連携し、早期の収束に向けて地

域における中心的な役割を担うこと。 

  （７）新たな感染症への対応 
公的な医療機関として、インフルエ

ンザやコロナウイルス等の全国的に

感染拡大が危惧される新たな感染症

が発生した場合には、市及び関係機関

と連携し、早期の収束に向けて地域に

おける中心的な役割を担うこと。 

・表題変更 
・コロナウイルスの記載を削除 

9  ２（略）  ２（略）  
   （削除） 

 
（１）地域医療への貢献 

地域の中核病院として、将来にわた

って地域医療を支える医療機関であ

ることの自覚と責任を持って、地域住

民に信頼される安全・安心な医療を提

供すること。 

・「第2-2-⑴ 地域医療への貢献」は、主文等に

もその趣旨を記載しているため削除 

 

10 （１）医療安全対策 

患者が安心して安全な医療を受け

られる環境を整備するため、医療安全

に係る情報の収集と分析により医療

事故の発生を未然に防ぐとともに、院

内感染防止対策に関して指針に基づ

く適切な対策を実施すること。 

 ・「第2-3 患者サービスの向上」から「第2-2 医

療の質の向上」へ区分変更 

11   （削除） 

 

  （２）相乗効果の発揮 

    経営統合による相乗効果を最大限発

揮するため、両病院がこれまで培ってき

た診療実績を活かし相互の連携・補完関

・新病院開院に伴い削除 
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係を強化することで、医療水準の向上に

努めること。 
12 （２）チーム医療への実施 

高度・複雑化する医療・介護ニーズ

へ対応するため、患者に携わる様々な

専門職が多職種連携し情報と方針の

共有を行うことで、退院後の状態をイ

メージしながら総合的なチーム医療

を実践し、早期の在宅復帰に向けた支

援を促進すること。 

  （３）チーム医療への実施 
高度・複雑化する医療・介護ニーズ

へ対応するため、患者に携わる様々な

専門職が多職種連携し情報と方針の

共有を行うことで、退院後の状態をイ

メージしながら総合的なチーム医療

を実践し、早期の在宅復帰に向けた支

援を促進すること。 

・番号ずれの修正 

13 （３）医療従事者の確保及び育成 
岡山大学をはじめ、市内外の教育機

関と連携し、卒後教育や生涯教育のた

めの実践的な研修の場として人材育

成に協力することで、研修医の受入れ

や安定的な医療従事者の確保を図る

など、相互協力関係に基づく人材の確

保及び育成に努めること。   

特に、医師については、将来にわた

って診療体制を確保するためにも、市

と連携し医師派遣体制の充実に努め

ること。 
また、医療に携わる者の知識や技術

の向上を図るとともに、専門性を持っ

た人材の育成に努めること。 

  （４）医療従事者の確保及び育成 
     診療体制の充実に欠かすことので

きない、医師・看護師等の医療従事者

について関係機関と連携・協力体制を

構築するなど、必要な人材の確保に努

めること。 

特に、医師については、将来にわた

って診療体制を確保するためにも、市

と連携し医師派遣体制の充実に努め

ること。 
また、医療に携わる者の知識や技術

の向上を図るとともに、専門性を持っ

た人材の育成に努めること。 

・「第2-5-⑶ 教育機関との連携」に関する内容

を追加 
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14 （４）調査・研究・治験への取組み 
調査・研究・治験等への積極的な取

組みにより医療水準の向上に貢献す

ること。 

  （５）調査・研究・治験への取組み 
調査・研究・治験等への積極的な取

組みにより医療水準の向上に貢献す

ること。 

・番号ずれの修正 

15 （５）コンプライアンスの徹底 

医療法を始めとする関係法令の遵

守はもとより、個人情報保護や情報公

開に関しても適切な対応を行うこと。 

 ・「第2-3 患者サービスの向上」から「第2-2 医

療の質の向上」へ区分変更 

16 ３（略） ３（略）  
 （１）患者中心の医療の提供 

     断らない医療の実践を基本に、患者

の視点に立った患者中心の安全・安心

な医療の提供を行うとともに、患者や

その家族に対して分かりやすい説明

を心がけること。 
また、患者や来院者に対するアンケ

ート調査を定期的に行うなど、患者ニ

ーズを把握し、業務の改善につなげる

こと。 

（１）患者中心の医療の提供 
     断らない医療の実践を基本に、患者

の視点に立った患者中心の安全・安心

な医療の提供を行うとともに、患者や

その家族との対話を通して、信頼が得

られるよう分かりやすい説明を心が

けること。 

・患者ニーズの把握に関する記載の追加 

17 （２）職員の接遇向上 

患者やその家族、市民からの信頼を

得られるよう、職員の接遇意識を高

め、病院全体のホスピタリティ向上に

努めること。 

 ・新規追加 

18 （３）地域との交流 （２）地域との交流 ・番号ずれの修正 
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市内イベントへの参加や地元コミ

ュニティとの交流、院内イベント等の

開催を通じて、病院のことを知っても

らうための機会を積極的に設け、安心

して来院できる環境づくりに努める

こと。 

市内イベントへの参加や地元コミ

ュニティとの交流、院内イベント等の

開催を通じて、病院のことを知っても

らうための機会を積極的に設け、安心

して来院できる環境づくりに努める

こと。 
19 （削除） （３）医療安全対策 

患者が安心して安全な医療を受け

られる環境を整備するため、医療安全

に係る情報の収集と分析により医療

事故の発生を未然に防ぐとともに、院

内感染防止対策に関して指針に基づ

く適切な対策を実施すること。 

・「第2-3 患者サービスの向上」から「第2-2 医

療の質の向上」へ区分変更 

20 （４）積極的な情報発信 
   病院の機能や経営状況に加え、診療

や疾病予防に関する情報等、ＩＣＴ

（情報通信技術）等も活用しながら分

かりやすい形での積極的な情報発信

に努めること。 

（４）積極的な情報発信 
     病院の機能や経営状況に加え、診療

や疾病予防に関する情報など、ＩＣＴ

（情報通信技術）等も活用しながら分

かりやすい形での積極的な情報発信

に努めること。 

・字句修正 

21 （削除） （５）コンプライアンスの徹底 

     医療法を始めとする関係法令の遵

守はもとより、個人情報保護や情報公

開に関しても適切な対応を行うこと。 

・「第2-3 患者サービスの向上」から「第2-2 医

療の質の向上」へ区分変更 

22 ４ 地域医療連携の推進 

地域の医療機関のなかで診療機能の役

４ 医療機関との連携 

地域の医療機関のなかで診療機能の役

・表題変更 
・「第2-5-⑵ 医師会等との連携」に関する内容



9 
 

割分担と集約化を図ることで、それぞれが

特色を持ちながら相互に連携し、地域全体

で地域医療を支えることのできる体制の

構築を図り、地域完結型医療の実現を目指

すこと。 

また、医師会等と協力し、紹介患者の受

入れと患者に適した医療機関及び介護施

設等との連携を図り、紹介率及び逆紹介率

の向上を図ること。 

割分担と集約化を図ることで、それぞれが

特色を持ちながら相互に連携し、地域全体

で地域医療を支えることのできる体制の

構築を図り、地域完結型医療の実現を目指

すこと。 

を追加 

23 （削除） ５ 関係機関との連携 ・削除 

24 （削除） （１）行政機関との連携 

健康福祉部門を始めとした、市行政の

各関係部署と連携し、健康づくり支援や

疾病予防等に係る諸計画及び施策の推

進に協力を行うこと。 

・「第5-1 保健医療福祉行政への協力」に振替 

25 （削除） （２）医師会等との連携 

将来的な地域包括ケアシステムの構

築に向けて、地元医師会や診療所、介護

事業所等と連携し、可能な限り住み慣れ

た地域での治療・療養ができるよう体制

の構築に向けた協議を進めること。 

・「第2-4 地域医療連携の推進」に振替 

26 （削除） （３）教育機関との連携 

岡山大学を始め、市内外の教育機関と

連携し、卒後教育や生涯教育のための実

践的な研修の場として人材育成に協力

することで、研修医の受入れや安定的な

・「第2-2-⑶ 医療従事者の確保及び育成」に

振替 
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医療従事者の確保を図るなど、相互協力

関係に基づく人材の確保及び育成に努

めること。 

27 第３（略） 第３（略）  
  １（略）  １（略）  

 （２）管理体制及び事務部門の強化 
内部監査体制の構築による内部統

制の強化とともに、関係法令の遵守及

び職員倫理の確立を図ること。 
情報セキュリティに関する規定等

を制定し、システム機器の安全確保を

図るほか、医療情報の流出防止、デー

タの保全等適切な情報管理を行うこ

と。 

事務部門においては、病院運営の専

門的知識や経営感覚に優れた人材を

確保・育成し、組織としての経営の専

門性を高めること。 

  （２）管理体制の強化 
内部監査体制の構築による内部統

制の強化とともに、関係法令の遵守及

び職員倫理の確立を図ること。 

・表題変更 
・情報セキュリティに関する記載を追加 
・事務部門の強化に関する記載を追加 

28  ２（略）  ２（略）  
 （１）働きやすい職場環境の整備 

   ワークライフバランスや職場の安

全衛生の確保、コミュニケーションの

活性化等を通じて職場環境の改善を

図り、働きやすい職場環境の整備に努

めること。 
また、医師の働き方改革への対応と

（１）働きやすい職場環境の整備 
   ワークライフバランスや職場の安

全衛生の確保、コミュニケーションの

活性化などを通じて職場環境の改善

を図り、働きやすい職場環境の整備に

努めること。 

・医師の働き方改革に関する記載を追加 
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して、看護師や薬剤師、臨床検査技師

等のコメディカルだけでなく医師事

務作業補助者を含めたタスクシフト・

タスクシェアを進めるとともに、ＩＣ

Ｔの活用により、医師の業務負担の軽

減を図ること。 

29 （２）職員の職務能力の向上 
医療の進歩に伴って必要となる知

識や技術が高度・複雑化するなかで、

より専門性を持った知識や技術の習

得のため、研修制度や専門資格取得に

関する支援等について充実を図るこ

と。 

  （２）職員の職務能力の向上 
医療の進歩に伴って必要となる知

識や技術が高度・複雑化するなかで、

より専門性を持った知識や技術の習

得のため、研修制度や専門資格取得に

関する支援等について充実を図るこ

と。 
また、独立した法人として業務を継

続するために、法人運営に携わるプロ

パー職員の育成を図ること。 

・プロパー職員の育成に関する記載は「第3-1-

⑵ 管理体制及び事務部門の強化」に項目を変

更 

30 （３）効果的な人事・給与制度の構築 
職員の業績や能力、職責等を適正に

反映し、職員のモチベーションの向上

と組織としての活性化を図るため、職

員の意欲を引き出す人事評価制度を

構築すること。 
また、給与制度は、社会一般の情勢

を踏まえた適正な水準とし、病院の業

績を踏まえた上で、職員の能力・成果

を公正に反映させたものとすること。 

（３）効果的な人事・給与制度の構築 
職員の業績や能力、職責などを適正

に反映し、職員のモチベーションの向

上と組織としての活性化を図るため、

職員の意欲を引き出す人事評価制度

を構築すること。 
また、給与制度は、社会一般の情勢

を踏まえた適正な水準とし、病院の業

績を踏まえた上で、職員の能力・成果

を公正に反映させたものとすること。 

・字句修正 
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31 第４（略） 第４（略）  
 １ 持続可能な経営基盤の確立 

   診療報酬改定や医療制度変革等に的確

に対応するとともに、効率的な病院運営を

行うことで、持続可能な経営基盤の確立を

図ること。 

 １ 経営基盤の確立 
病院の経営統合による業務の効率化を

最大限発揮し、中期計画期間を通じて病院

運営に係る経営基盤の確立を図ること。 

・表題変更 
・新病院開院に伴い、経営統合に関する記載を

削除 

32  ２（略）  ２（略）  
 （１）収入の確保 

効率的な病床利用や医療機器の稼

働率向上に努め、適正な診療収入の確

保、未収金の発生防止や請求漏れの防

止を図るとともに、紹介患者増につな

げるため、地域の医療機関への訪問活

動を積極的に行い、収益確保を図るこ

と。 

    

（１）収入の確保 
経営統合による２病院の体制から

新病院へと移行していく中で、適切に

機能分化及び機能集約を進め、刻々と

変化する医療ニーズに対して柔軟に

対応することで、安定的に経営を継続

することのできる収入を確保するこ

と。 

     また、診療報酬改定や医療制度変革

に的確に対応するとともに、未収金の

発生予防や請求漏れの防止などにお

いて適切な対策を行うこと。 

・新病院開院に伴い、経営統合に関する記載を

削除 

33 第５（略） 第５（略）  

 （削除） １ 新病院の整備 

   本市に必要となる規模・機能を備えた新

病院となるよう、将来的な医療需要を把握

し適切な新病院の整備を進めること。 

   また、その後の施設の維持管理について

も適正な管理に努めるとともに、地域全体

・新病院開院に伴い、「新病院の整備」を削除 
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の医療資源を把握した上で、効果的な整備

計画の推進を行うこと。 
34 １ 保健医療福祉行政への協力 

健康福祉部門をはじめとした、市行政の

各関係部署と連携し、健康づくり支援や疾

病予防等に係る諸計画及び施策の推進に

協力を行うこと。 

 

 ・「保健医療福祉行政への協力」として「第2-

5-⑴ 行政機関との連携」から振替 

35 （削除） ２ 新病院への移行 

   新病院の開院に際しては、２病院が持つ

機能を１病院へと集約するために、安全に

移転作業を進めるとともに、円滑な新病院

への移行に努めること。 

・新病院開院に伴い、「新病院への移行」を削

除 

 

36 ２ 医療提供体制の在り方検討 

 玉野医療センターにおける今後の医療提

供体制や将来像については、患者動向や医療

需要の変化を的確に捉えるとともに、医師を

はじめとした医療従事者の配置状況や周辺

地域の医療環境等を踏まえながら、設置者で

ある市とともに引き続き協議・検討していく

こと。 

 ・新規追加 

 

 

 


